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元撫順戦犯管理所婦長 趙毓英さん逝去

撫順戦犯管理所の看護婦長をされていた趙毓英(チョウ イクエイ）さんが 10 月 12 日 17 時過

ぎに逝去（享年 93歳）されたました。

趙毓英さんは南満医科大学の高級看護科に入学、2 年生の時に「撫順戦犯管理所」勤務を命じ

られました。その 21 歳の時に綏芬河での旧ソ連から中国への戦犯たちの移管にも立会い、管理

所まで三日間列車で同行されました

969 人の戦犯たちはシベリア各地から綏芬河までは貨車をに三

段に区切りぎゅう詰めでした。しかし、中国側では客車が待ち医

師や看護婦が車内を巡り、「体調の悪い人はいませんか？」と聞き

歩き、温かい食事も用意されました。

その後、趙毓英さんは管理所の婦長として長い間、戦犯たちの

医療健康面に尽くして下さいました。男だけ管理所の環境の中で、

背が高く優しく美しい彼女は彼らの「憧れの的」でした。退職後

も中帰連や私たちの訪中には、何時も駆けつけて下さり、大変お

世話になりなりました。

ご霊前に「受け継ぐ会、再生の大地合唱団、中帰連平和記念館」

三者の名で弔文と献花を送らせて戴きました。心よりご冥福をお

祈り申上げます。有り難うございまいした。

【趙毓英さんへの「献花」】

【医務室の趙毓英さん】
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「趙毓英さまのご逝去を心から悼み、

ご冥福をお祈りいたします」

趙さまは、撫順戦犯管理所の看護師として、

日本人戦犯たちに優しく丁寧に接し、戦犯た

ちの憧れの的でした。

彼らは中国の寛大な人道主義的政策によっ

て無事に帰国して「中国帰還者連絡会」を組

織し、「平和と日中友好」のために終生戦い

ましたが、これに対してご理解とご協力を惜

しまず、またその後継組織ともいう べき下

記連盟の三者にも、ご理解ご協力を頂きまし

た。「再生の大地」合唱団が訪中演奏を行っ

た時にも、わざわざお出で下さり、励まして

くださいました。

趙さまのこうした言動を思い起こします

と、その美しいお姿と共に忘れがたく、お別

れに際して哀惜の念に涙が止まりません。

どうぞ安らかに、そして天界に逝かれても、

元戦犯の皆さまと仲良く明るく、そして不変

の日中友好を語り合いながら、お過ごしくだ

さることを信じて、お別れの言葉といたしま

す。さようなら！

撫順の奇蹟を受け継ぐ会

再生の大地合唱団

NPO 中帰連平和記念館

「国際会議」オンラインで開催

世界各地で 3年に一回開催されている「第

10 回 国際平和博物館会議」が今年 9 月 16
～ 20 日に京都と広島で開催予定でしたが、

世界的コロナの影響でネット開催になりまし

た。

世界各地の平和博物館 80 館あまりが英語

と日本語で紹介され、私たちの記念館は同封

別紙の通りです。これは 200頁余の本にまと

め各館に寄贈される予定です。

尚、毎年開催している「平和のための博物

館会議・市民ネットワーク」の全国交流会も

テレワークとなり、芹沢事務局長がオンライ

ンで近況報告致しました。

『ジェンダーの会』来館

吉川春子さん（元参院議員）が代表を務め

る「『慰安婦』問題とジェンダー平等ゼミナ

ール」の皆さん 15 人が、10 月 24 日来館下

さいました。当初、30 人の予定でしたがコ

ロナを配慮し 15 人にさせて戴きました。

当日は吉川代表の他に「慰安婦裁判」の弁

護団長をされた大森典子弁護士や、都内の他

に埼玉などからもご参加下さいました。

訪中体験のある方や「中帰連」を詳しくは

知らなかった方もおり、熱心に 3時間あまり

視聴戴き有り難う御座いました。「カンパ」

も頂き有り難う御座いました。

後日「男女平等をすすめる教育全国ネット

ワーク」（川崎市）が制作した、古川ひろし

さんの絵、後藤ひろみさんの文による紙芝居

『慰安婦にされ

た少女たち』も

寄 贈 頂 き ま し

た。

中国孟県の侯

巧蓮さんがモデ

ルの実話です。

（B4判 16葉）

購入希望は下記まで（2,400円）

TEL&FAX：044-888-8953
E-mail：y-nagai09@y2.dion.ne.jp

連載 記念館資料室から

第23回「早くも始まった組織の

停滞を前にして」

石田隆至（「中帰連に学ぶ会」事務局）

『前へ前へ』第13号は1958年9月15日発行
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です。帰国から2年、創立を祝した第1回全国

大会からちょうど1年後にあたります。

ただ、表紙には目立つ文字で「我々の組織

を再確認しよう」とあります。内容的にも、

前号と同様に国際情勢に関する学習資料が並

んだ後、この特集に9ページが割かれていま

す。早くも「再確認」を要する事態に至って

いると考えたのは本部だけではありません。

各支部からも、停滞の様子が報告されていま

す。

「〔支部大会で〕中心となった議題は、組

織が自然消滅の傾向にあり、どうして存続し

てゆくかということであった。そしてこの低

調の原因は十一年間の補償と身分問題の解決

に希望がもてなくなったからということを認

めた。」（新潟支部）

「〔支部大会には〕連絡や会費の納入状況

よりみてせいぜい十人位しか来ないだろうと

考えていたが、なんと二十三人も集った。

（略）四角ばった話しではなく久しぶりのわ

だかまりがとれたように次から次と話がはず

んだ。（略）いつも皆と腹の底からぶちまけ

て話して・・・」（埼玉支部）

福島支部でも、支部報の発行や会計報告の

遅れを支部長自らが反省している記事が見ら

れます。つまり、帰国戦犯の単なる互助組織

や利益実現団体としては限界が感じられ始め

ていたのです。新たな意義を見出していく必

要がある段階に入っていました。

これに対し本部は、現在の活動の意義を「再

確認」します。特に草創期の大きな目標だっ

た十一年間の抑留に対する対政府補償につい

て、「我々はあくまでとりさげないし、今後

も引き続き要求する」と強く訴えます。

「軍事費や資本家への補償金に血税をむだ

づかいしても、決して住宅や失業救済に力を

入れない政府である。だからといって要求を

とりさげたり、利益がないから会から離れた

方がよいといえるだろうか。これは敗北であ

り不正を勝たせることに等しいことだ。正し

いことがそのままとりあげられるなら、戦い

はいらないし困難はない」。

また、直ちに政府補償が得られない状況だ

からこそ、相互援助という規定方針が重要だ

と力説します。

「更に個々の人々についていえば、若干の

物資のやりとり、金銭の貸借もかなり行われ

ており、また身上相談、住宅の世話、就職の

世話も決して少ない数ではないのである。

（略）他に援助者のいない不幸な仲間をたす

けることができることは非常に尊いことだ

し、それによる組織への結合は更に大切な事

といわねばならない」。

ただ、中帰連に魅力を感じなくなっている

会員にとって、「組織への結合」がどうして

「大事な事」なのか、説明がほしいところで

しょう。それに対して本部は、「我々の後半

生は単に自分個人の幸福を追うために『空白』

をとり戻しさえすればいいのだろうか？」「是

非数年前までの中国における生活を考えてみ

て頂きたい、いやそれよりももう少し溯って

侵略戦争に参加した自己を思いおこして戴き

たい、そしてこの立場から現実を直視してみ

よう」と呼びかけます。

そして、会報冒頭で紹介されている国際情

勢の危機、とりわけ、台湾問題への日本の役

割を念頭に、元戦犯としての責任を果たすと

いう「新たな意義」を提起します。

「我々の中には『俺は決して二度と戦争に

参加しない』『二度と中国人民に銃を向けな

い』と考えてはいるが、他の日本人が戦争に

まきこまれようとし、中国人民に銃を向けよ

うとしていることをあまり注意しない傾向が

ありはしないだろうか。生活の再建に心をう

ばわれて日中関係の危機を見なかったり、中

国に対する戦争準備が進められている現状を

知らないなど

という傾向が

ありはしない

だろうか？

もしあるとし

たらそれは恐

ろしいことで

あり、またま

た罪を犯すこ

とになってし

ま う の で あ

る。我々は日

本を、日本人

を再び誤った



- 4 -

記念館会報 Ｖｏｌ．３０ ２０２０．１２．２３

戦争に向けてはならないのであり、中国人民

に敵対させてはならないのである。こうして

こそ本当の反戦平和であり、自己の責任を果

たし得るのである。」

元戦犯としての責任を、時々の国際情勢の

下で、平和運動や政治運動に携わりながら果

たしていくというのは、確かに意義のあるこ

とです。ただ、「組織の停滞」という課題に

対応できるかどうかは微妙なところです。こ

の課題と対応策については、今後度々問われ

るところとなりますので、今後も注視してい

きたいと思います。

橋本勝さんの「風刺マンガ」

後期高齢者は「ゴ

ミ箱」行きか！貧

乏は自己責任か？

格差是正は政府

の責任であり、そ

れが「富の再分配」

の税制と「社会保

障」だが、それが

機能していない。

【一枚の写真「特別軍事法廷」】

周恩来は死刑も無期も認めず 4 回却下、戦

犯 1062人のうち起訴 45人(禁固 8～ 20年、

シベリアの 5 年、管理所の 6 年の計 11 年を

刑期に参入、刑期満了前の 1964 年までに全

員帰国）。他全員「起訴免除」で釈放帰国。

蔵 書 紹 介

「中国撫順戦犯管理所職員の証言

～写真家新井利男の遺した仕事～」

記念館には中帰連や戦争関連の本や映像資

料などの多くの資料が在りますが、この本は

管理所職員の皆さんの「体験・証言」を集め

たものです。言うまでもなく、中帰連の皆さ

んの証言と一致しています。

初代管理所長の孫明斎さんや、二代目の金

源所長、本紙一面で

お伝えした看護婦長

の趙毓英さん、管理

所医師の温久達さ

ん、金源婦人の鄭英

順さんを始め管理所

職員の皆さん 36 人

の体験・証言が載っ

ている貴重な証言集

です。

（新井利男資料保存会・編、A5判、480頁、

梨の木舎、2003年発行）

【特別軍事法廷】（1956年7月）

『NPO 中帰連平和記念館』

〒 350-1175 埼玉県川越市笠幡 1948-6
TEL&FAX：０４９－２３６－４７１１

E-mail：npo-kinenkan@nifty.com
ＨＰ：http://npo-chuukiren.jimdo.com/
ＭＬ：npo-kinenkan@freeml.com
郵便振込口座名「NPO 中帰連平和記念館」

振込口座 ：００１５０－６－３１５９１８

開館日：「水、土、日」(10:30～ 16:30）
（ご来館はなるべく事前にご連絡下さい）


